
内
閣
衆
質
一
五
三
第
三
六
号

平
成
十
四
年
一
月
二
十
五
日

内
閣
総
理
大
臣

小

泉

純

一

郎

衆

議

院

議

長

綿

貫

民

輔

殿

衆
議
院
議
員
北
川
れ
ん
子
君
提
出
「
新
幹
線
鉄
道
振
動
対
策
に
係
る
指
針
値
」
見
直
し
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁

書
を
送
付
す
る
。

平
成
十
四
年
一
月
二
十
五
日
受
領

答

弁

第

三

六

号



衆
議
院
議
員
北
川
れ
ん
子
君
提
出
「
新
幹
線
鉄
道
振
動
対
策
に
係
る
指
針
値
」
見
直
し
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁

書

一
に
つ
い
て

新
幹
線
鉄
道
沿
線
に
お
け
る
振
動
に
つ
い
て
は
、
「
環
境
保
全
上
緊
急
を
要
す
る
新
幹
線
鉄
道
振
動
対
策
に
つ
い
て
（
勧

告
）
」
（
昭
和
五
十
一
年
環
大
特
第
三
十
二
号
）
に
掲
げ
ら
れ
た
指
針
の
達
成
状
況
を
把
握
す
る
た
め
、
関
係
地
方
公
共
団

体
が
毎
年
測
定
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
騒
音
に
つ
い
て
も
、
「
新
幹
線
鉄
道
騒
音
に
係
る
環
境
基
準
に
つ
い
て
」
（
昭
和

五
十
年
環
境
庁
告
示
第
四
十
六
号
）
が
発
せ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
達
成
状
況
を
把
握
す
る
た
め
、
関
係
地
方
公
共
団
体
が
毎

年
測
定
を
行
っ
て
い
る
。

環
境
省
は
、
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
こ
う
し
た
測
定
結
果
を
収
集
し
、
振
動
と
騒
音
の
実
態
を
把
握
し
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

環
境
省
に
お
い
て
は
、
新
幹
線
鉄
道
沿
線
に
お
け
る
振
動
対
策
の
一
層
の
推
進
を
図
る
た
め
、
平
成
十
三
年
度
か
ら
平
成

十
五
年
度
に
か
け
て
新
幹
線
鉄
道
の
新
た
な
振
動
対
策
の
在
り
方
に
つ
い
て
の
調
査
（
以
下
「
新
幹
線
鉄
道
振
動
対
策
検
討

一



調
査
」
と
い
う
。
）
を
行
う
こ
と
と
し
て
お
り
、
そ
の
調
査
等
の
結
果
を
踏
ま
え
、
御
指
摘
の
「
新
幹
線
鉄
道
振
動
対
策
に

係
る
指
針
値
」
の
見
直
し
の
要
否
も
含
め
、
振
動
対
策
を
検
討
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

平
成
十
三
年
度
に
は
、
過
去
に
行
わ
れ
た
車
両
、
軌
道
、
構
造
物
等
の
振
動
対
策
事
例
の
収
集
及
び
そ
の
防
振
効
果
の
整

理
・
分
析
並
び
に
神
奈
川
県
内
の
新
幹
線
鉄
道
沿
線
に
お
け
る
振
動
と
列
車
の
速
度
の
測
定
等
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

三
か
ら
五
ま
で
に
つ
い
て

御
指
摘
の
振
動
規
制
法
施
行
状
況
調
査
は
、
振
動
規
制
法
（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
六
十
四
号
）
に
関
す
る
地
方
公
共
団

体
の
事
務
の
実
施
状
況
等
を
調
査
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
新
幹
線
鉄
道
の
振
動
は
、
同
法
の
規
制
対
象
で

は
な
い
こ
と
か
ら
、
お
尋
ね
の
よ
う
な
新
幹
線
鉄
道
に
係
る
調
査
は
含
ま
れ
て
い
な
い
が
、
振
動
規
制
法
施
行
状
況
調
査
に

お
い
て
は
、
全
国
の
地
方
公
共
団
体
に
寄
せ
ら
れ
た
振
動
に
係
る
苦
情
の
状
況
も
調
査
し
て
お
り
、
同
法
の
規
制
対
象
で
あ

る
工
場
又
は
事
業
場
等
の
振
動
に
係
る
苦
情
の
状
況
と
比
較
す
る
た
め
、
新
幹
線
鉄
道
の
振
動
に
係
る
苦
情
の
状
況
を
調
査

し
て
い
る
と
こ
ろ
、
平
成
十
一
年
度
の
新
幹
線
鉄
道
の
振
動
に
係
る
苦
情
の
件
数
は
十
七
件
、
そ
の
全
苦
情
件
数
に
占
め
る

割
合
は
〇
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
も
踏
ま
え
、
現
在
、
新
幹
線
鉄
道
振
動
対
策
検
討
調
査
を
行
っ
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二



ち
な
み
に
、
新
幹
線
鉄
道
振
動
対
策
検
討
調
査
に
お
い
て
は
、
振
動
と
列
車
の
速
度
の
関
係
の
調
査
を
行
う
こ
と
と
し
て

お
り
、
沿
線
住
民
の
家
屋
被
害
や
健
康
被
害
等
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
関
係
機
関
及
び
関
係
事
業
者
と
協
力
し
て
、
現
に
苦

情
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
地
域
を
中
心
に
、
具
体
的
に
現
地
の
実
情
の
把
握
に
努
め
た
い
と
考
え
て
い
る
。三


